
役 員 報 酬 規 定 等

認定NPO法 人Try Field



(目的及び意義)

第 1条 この規定は、認定 NPO法 人Try Fie:d(以 下「本法人」という)定款

第 19条の規定に基づき、役員報酬並びに費用に関し必要な事項を定めること

を目的とする。

(定義等)

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとことに

よる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)常勤役員とは、理事のうち本機構を主たる勤務場所とする者をいう。

(3)非常勤役員とは、役員のうち本機構を従たる勤務場所とする者をいう。

(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益

であつてその名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費 (宿泊費を含

む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給 )

第 3条 法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することが

できる。

2 常勤役員には (別表第 1)「常勤役員報酬表」に基づき役員報酬を支給することが

できる。

3 常勤役員には、毎 6月 及び 12月 に賞与を支給することができる。

4 非常勤役員には(別表第 2)「非常勤役員の報酬」に基づき役員報酬を支給するこ

とができる。

(報酬等の額の決定)

第 4条 本法人の常勤役員の報酬月額は、(別表第 1)「常勤役員報酬表」のとおりとし

各々の常勤役員の報酬月額は報酬表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、

決定するものとする。

2 非常勤役員の報酬は、(別表第 2)「非常勤役員の報酬」のとおりとする。

3 常勤役員に支給する賞与は、(別表第 3)「常勤理事賞与の上限」に定める額を

年間の上限とし、その範囲内で理事長が支給額を定めるものとする。



(報酬等の増額)

第 5条 前条第 1項に定める常勤役員の報酬月額は、(別表第 1)「常勤役員報酬表」に

基づき、就任期間 2年経過ごとに 1号ずつ昇格していくものとする。ただし本

法人の業績が低下した場合やその他やむを得ない場合には、昇格しないことや

降格することもあり得る。

(報酬の支給)

第 6条 報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別

に定める職員を対象とする給与規程 (以下「職員給与規程」という)に準ずるも

のとする。

(費 用)

第 7条 本法人は、役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、これ

を請求のあつた日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものにつ

いては前もつて支払うものとする。

2常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給 し、その計算方法は

給与規程に準ずるものとする。

(改 正)

第 8条 この規程の改正は、1理事会の議決により行うものとする。

(補 則)

第 9条 この規程の実施に関し必要な事項は、1理事長力向哩事会の承認を得て、別に定め

るものとする。

附 則

この規則 は、平成 30年 11月 29日から実施する。

，
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区 分 月 額

第 1号 50′000

第 2号 75′000

第 3号 100′ 000

第 4号 150′000

第 5号 200′000

(別表第 1)「常勤役員報酬表」

(別表第 2)「非常勤役員の報酬」

(別表第 3)「常勤役員賞与の上限」

計 算 式 当該役員の報酬月額 X 3,0

（
０

区 分 月 額

第 6号 250′000

第 7号 300′000

第 8号 350′000

第 9号 400′ 000

第 10号 500′000

区 分 報 酬 額

理事 月額 30′000円

監事 月額 30′000円

上記以外の非常勤役員 理事会出席の都度 1日あたり 10′000円 (税別)



職 員 給 与 規 定

(就業規則に基づく)

認定 NPO法 人Try F:eld



PO法人Try Fieid就 業規則

認定 NPO法人¬ry Fie!d(以下「法人」という)は、法人と職員が一体となつてその目的に定

められている公益的な事業に取り組むための業務処理能力の基盤の整備と職員の福祉向上

を図るため、法人就業規則 (以下「規則」という)を制定する。

この規則に定めのない事項は、労働基準法、労働契約法その他育児休業、介護休業、母性健

康管理等労働者の保護・福祉に関する法令の定めるところによる。

第 1

(適用及び服務 )

第 1条 ① この規則は、法人が雇用する正規の職員に適用する。

② 職員は、法人の目的の達成のため、事務総長はじめ上司の指示に従い職場の

秩序の維持に努めるなど、適切にその職務を遂行しなければならない。

③ 法人は、労働条件の改善その他職員の福祉の向上に努めるものとする。

(新規採用職員)

第 2条 ① 新規採用の職員については、採用の日から 3ヶ月間は試用期間とする。

ただし、法人は状況により試用期間の短縮または試用期間を設けない場合が

ある。

② 採用された職員は、次の各号に定める しなければならない。

なお、法人は状況により提出書類の一部を省略する場合がある。

(1)入職誓約書 (身元保証人連署のもの)

(2)住民票又は住民票記載事項証明書

(3)通勤交通費支給申請書

(4)年金手帳 (年金等加入履歴のある者について)

(5)雇用保険被保険者証 (雇用保険加入履歴のある者について)

(6)給与所得の扶養控除等申告書 (所得税額表甲欄の適用者について)

(7)給与所得の源泉徴収票 (当該年内中途就職者について)

(8)その他法人が必要と認める書類
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③ 賃金、業務、労働時間、休日等の労働条件については、この規則を明示する

とともに労働条件通知書を交付する。

④ 試用期間は、勤続年数に通算するものとする。

⑤ 職員は、身上に関し、次の事項に変更が生じた場合は、速やかに法人に届け

出なければならない。届出に当たつては、必要に応じて法人が指定する

を添付しなければならない。

なお、法人は状況により、1提出書類の一部を省略する場合がある。

(1)本人の結婚、離婚等

(2)本人及び同居家族等の住居地、連絡先等に変更が生じたとき

(3)同居家族等に出生、死亡、障害等が生じた場合

(4)身元保証人に変更が生じた場合

、経路に変更が生じた場合

に増減、異動等が生じた場合

(5)

(6)

第 3条 法人は、業務に必要のある場合は職務の変更を行う。この場合、職員は合理的な

理由がなければ拒むことはできない。

第 2車 労■時間、休憩、休

(労働時間)

第 4条 所定労働時間は、休憩時間を除き、1日 8時間、1週 40時間とする。

(始業、終業、休憩時間)

第 5条 始業、終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。

但し、業務の都合によつては繰り上げ・繰り下げをすることがある。

始業 午前 9時 30分

終業 午後 6時 30分

休憩 正午から午後 1時まで 1時間

(休 日)

第 6条 ① 休日は、次のとおりとする。

‐
2‐
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(1)火曜日

(2)水曜日

(3)国民の祝日

(4)年末年始 (12月 29日から翌年 1月 3日 まで)

② 法人の業務の特殊性から、休日を他の日に振替えることがある。この場合振

替える日をあらかじめ個々の職員に明示するものとする。

(年次有給休暇)

第 7条 年次ごとに所定労働日の 8割以上勤務した職員に対し、次の表のとおり勤続年

数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

(特別休暇)

第 8条 職員の慶弔に当たり、次のとおり特別の休暇を与える。

この休暇は有給とする。

(1)本人の結婚 5日

(2)本人の配偶者又は子が死亡したとき 5日

(3)本人の父母が死亡したとき 5日

(4)本人の配偶者の出産 3日

(5)配偶者の父母が死亡したとき 3日

(休 職)

第 9条 ① 職員の業務によらない傷病による欠勤が 1引目を超えたときは、休職とする。

② 休職の期間は 6ヶ月とし、その間無給とする。なお、この期間に休職事由が

消滅したときは復職できるものとする。

③ 前項の休職期間が満了し、かつ休職事由が消滅しないときは、退職とする。

④ 休職期間中は、社会保険等の適用を継続できるものとする。この場合の保険

料負担は、事業主負担分は法人が、個人負担分は本人が負担するものとする。
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(定 年)

第 10条 ① 職員は、満 65才の誕生日の属する月の末日をもつて定年退職する。

② 定年退職した者については、本人が希望し、かつ法人が同意した場合は、

再雇用することができるものとする。

③ 再雇用は 1年ごとの契約とし、その都度勤務条件について協議するものと

する。

④ 任意に退職しようとする職員は、30日前までにその旨を申し出るものと

する。

(解雇、懲戒)

第 11条 ① 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、法人はその情状に応じて解

雇することができる。

(1)勤務成績又は業務能率が著しく低下し、職員としての責務を果たすこ

とができなくなつたとき

(2)正当な理由なく無断欠勤を繰り返し出勤の督促に応じないとき

(3)みだりに遅刻、早退、私用外出を繰り返し、注意を受けても改めない

とき

(4)セクシャメリ ラヽスメン ト、パワー八ラスメン ト等、法人内部の秩序、

または風紀を乱したとき

(5)著 しく法人の名誉、または信用を傷つけたとき

② 前項の解雇に当たつては、労働基準法及び労働契約法の定めるところを尊

重するものとする。

③ 第 1項各号の規定に抵触する場合であつて、その事案の内容を比較的軽微

と認めるときは、訓l戒、減給、出勤停止、昇給停止、降格等の懲戒処分を

行う。

④ 第 1項各号によらない法人の都合による解雇の場合は、30日前に本人に予

告するか、または平均賃金の 30日分に相当する解雇予告手当を支給して

行う。

‘
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第 4車 給 与

(給 与 )

第 12条 ① 給与は、基本給手当とし、基本給は、本人の経歴、年齢、経験、

等を総合的に勘案して、個別に定める。なお、昇給は勤務成績その他人事

考課等により、毎年 4月 1日をもつて基本給について行う。但し、法人の

財務状況によつては昇給を行わないことがある。

② 給与の計算は、毎月 1日から月末までとし、翌月 20日 に全額を本人に支

払う。

③ 前項の規定にかかわらず、職員本人の同意がある場合は、その指定する金

融機関の本人名義の口座に振り込むことができる。

④ 諸手当としては、次のとおりとする。

(1)役付手当

(2)通勤手当

⑤ 次の各号に掲げるものを給与から控除することができる。

(1)源泉所得税

(2)住民税

(3)健康保険 (

(4)雇用保険の保険料の本人負担分

⑥ 業務にかかる残業、出張について、職員は、あらかじめ別に定める「稟議

書式」をもつて事務局長の許可を得るものとする。

② 割増賃金は、次のとおり計算して支給する。

(1)時間外労働割増賃金

基本給+役付手当/1ヶ月平均所定労働時間xl.25× 時間外労働時間数

(2)休日労働割増賃金

基本給+役付手当/1ヶ月平均所定労働時間xl.35× 休日労働時間数

③ 法人は、法人の業績、財務状況等を勘案して、原則として年 2回賞与を支

給する。

◎ やむを得ない遅刻、早退について、事前または事後に速やかに届け出し、

法人の了承を得た場合は、給与の減額は行わない。

・ 5‐
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(健康診断)

第 13条 法人は、職員に対して、毎年健康診断を受診させることとする。

第 6章 表

(表 彰 )

第 14条 法人は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは表彰する。

(1)業務上有益と認められる創意工夫等を行い、業務の発展に貢献したとき

(2)永年にわたり誠実に勤務し、他の槙範となるとき

(3)前 2号に準ずる善行、功労のあつたとき

第 7

第 15条 ① 法人は、この規則の条文変更、追加、削除等の改定を行う場合は、職員の

意見を聴取し、職員の過半数を代表する者の意見書を添付して、監督署に

届け出るものとする。

② 職員は、この規則の条文変更、追加、削除等の改定の必要ありと希望する

場合は、1機構に申し出ることができる。

付 則

この規則は、平成 30年 11月 21日より施行する。
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書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日認定NPO法 人 Try Field法人名

1 資金 に関す る事 項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

その他

収 益 源 泉 の 内 訳 金 額

正会員受取会費 42,000円

受取寄付金 131,000円

受取助成金 0円

子ども体験活動(どろんこ農業体験 2020)事業収益 中止 0円

子ども体験活動(わ くわくドキドキオータムキャンフ2020)事業収益 中止 0円

子ども体験活動(ミ ニ四駆対運動会 2020)事業収益 中止 0円

高校生体験活動(フュサャー・ハイク・アドベンチャー@zoom)事業収益 0円

子ども体験活動(スフ
°
リンク

゛
・アドベ″ャーin大島 2021)事業収益 中止 0円

受取利息 11円

円

円

円

円

円

A
口 計 173,011円

借 入 先 金    額

(短期借入金)
6,000円

円

円

円

円

ノゝ
ロ 計 円

該当ありません

54 2項第 3 につい※

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

している



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1) 資産の譲渡に係る料金及び条件等

産 けに係る料金及

(3) る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当ありません 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当ありません 円

円

円

円

円

円

円

円

料 金

円

円

円

円

円

円

条  件  等

該当ありません

役 務 の 提 供 の 内 容

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取31 口 役員等との取引]

の生ずる取引の上位 5者

(2)費 の生 る取 |の 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ (棚卸資産

ロ の貸付け を含む。)

取 引 内 容 等氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額

寄付金50,000円

寄付金20,000円

寄付金10,000円

10,000円 寄付金

10,000円

71,361円 携帯電話料&本体買取 り

60,000円 事務所家賃

30,0(Ю 円 事務処理手数料

6,000円 コースネット宣伝費

取引金額住所又は所在地氏名又は名称 取 引 内 容 等

円

譲渡資産の内容等譲 渡 価 格取引先の氏名等

該当ありません

住所又は所在地

円

円

円

譲 渡

年月日

法人との

関  係

円

対 価 の 額 譲渡資産の内容等

円

円

円

円

貸 付

年月日

法人との

関  係
取引先の氏名等 住所又は所在地

該当ありません

円



ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名

等

法人との

関  係

住所又は所在

地
役務の提供年月日 対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.4。 1～R3.3.31 60,000F=]

事務所家賃

月額  5,000円
(水道光熱費込み)

R2.4.1～R3.3.31 30,000円
事務処理手数料

月額 2,500円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0人 0円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施 日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当ありません 円

円

円

円

円

円

円

円

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当ありません 円

円

円

円

合   計 円

実  施  日 使 途 金   額

該当ありません 円

円

円

円



法人名 認定:NPO法人 Try Field チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

′

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記

録及嚇 書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転配してくださしヽ

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

役員数

②÷③ (④÷③

① ② ③ ④ ⑤
区 分

④
平成31年 4月 1日

～ 令和2年 3月 31日 4人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はセヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号。
(法第 44条 。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初葉)

(潤日目口D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類Dに配載した事項について、

添付を省略することができます。



ハ

項
【曰 ③ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申請時

会計について公認会計土又は監査法人の監査を受け

ている

:｀』にセヽ

い し

はい

いいえ

はい

いいえ

はVヽ

いいえ

はレヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及い の保存
を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はレヽ

いいえ

はレヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 有 。無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

∝意中D
認定の有効期間の更新の申請に当たつてlよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出:書E)に甜載した事項について、改

めて記職する必要はありません。

エ ツ 3

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の「①～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会貝0第○条に『各正会員の表決権は、
平等なものとする』と規定」のように記載しますじ

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

イの各欄

口の各欄

,r\a41ffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、輌③」から「①」については、イに講 る各期

間 (「④」から「①り)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」Q「 1望上
に「Ω」_上堕 こは監査証明書を添

付してくださし≧L
②  「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した盪全に墜L笙 3羞壁菫2「帳簿組

織の拡ユLと証強L透壁L二≦ださ

堕L

じて行つている」の 「ι士い | に「○ |

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から「①」について:よ イに謝
~る

各期

二の各欄

間 ( か ら を示した

記i裁要領の補昇

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 の 状 況 第 3表付表 1

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

氏  名 住  所 職名 続柄等
就任・退任

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① □調ヨ

橋本 珠樹 理事 平成 26年
11月 21日

就任

○

飯島 久美子 理事 平成 31年
04月 1日

就任

○

竹谷 京子 理事 平成 31年
04月 1日

就任

○

板垣 洋 監事 平成 26年
11月 21日

就任
○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名 NPO法 人 Try Field ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 4人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人



法人名 認定NPO法人 Try Field

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

会計ソフト(弥生会計)使用

総勘定元帳 月 1回 7年
ルーズリーフ

エクセノL4:」用

手元現金出納帳 都度 7年
ルーズリーフ

収支簿 ゆめ基金クラウド使用

都度 7年

(小 口現金出納帳) ルーズリーフ

会計ソフト(弥生会計)使用

仕訳日記帳 月 1回 7年
ルーズリーフ

書式第 9号。
(法第 44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記載要領)

・ 「伝票又触根障名」欄は、例えば「入金伝源し、「出麺 、「振替伝票』、:現金出納輌し、「総勘定元帳」などのように配載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、町レーズリーフ」、「装T根簿」などのように配載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「髄時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定
`哺

効椰靱 1更新の申請に当たつては、法第5条第1周理 [づく1馘i(役員1朝陽層剌出 書わ :こ蘭 した内叡こ麟頭

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 認定NPO法人 Try Field チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと
ノ

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補渚若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰削寺

有 。無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無

有 。無 有 ・ 無 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有 1有 。無 有 。無 有 ・ 無

有 ∩
V 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくはi公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申副静寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有。無 有・無 有。無 有。無 有。無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における′価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

1有・無 有 。無 有。無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の禾l盆皇の供与の有無
1有 。無 有。無 有。無 有。無 有 。無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。無 有・無 有。無 有 。無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表 (第 4表 ) 口 剌

∝意申D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても調載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第馬条第 1項に基づく書類 (役員報酬趨樫等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます.



法人名 認定IN PO法:人 Try Field チェッタ欄

ノ

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する:書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定す

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 は内側剛D等があ利島舗こ|ま そα喘暇|:I籠然蔵鳳D等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:劃動

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前蒔場諄薔度:σXセ:員1颯配1:又 l測践員静合与・の:丸給に関する力署塁

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、.社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ i海外へのi詮又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック 5

∝憲中Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 フ、8表 )

法人名 認1定NPO法人 Try Field

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

チェック欄

事業年度 設立年月日

∝意1申0
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬朗曜等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、配載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記輸の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員網目機所壼串提出書詢 :こ記載した事項について、1改めて配載する必要:まありませ
.ん
。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 ・ 無 有 缶 有 」聾 有 缶 有 ・ 無 有 缶

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

チェッタ欄

′

④ ⑮ ◎ ④ ◎ ① 申 請 時

有 。
有 任 有 缶 有 鉦 有 ・ 無 有 征 有

`整



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 認睫:NPO法人 Try Field チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力国の構成員等は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (屋,
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5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営禾1括動法人が認定を取り消された場合又は特例認1定特定非営禾l偏働法人が特顔鵬定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特隅 定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有 ○

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第 204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有〈無】

はい ( しヽ認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人，
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4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい
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(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添仕すること

(注 2)役員報酬槻程等提出書には添付不要
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6 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 はい

`π

ジ〕
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 11r,',frffi)

′


